
【協議事項４】

令和４年度病床機能報告と定量的基準との照合結果に
ついて

(1) 概要

病床機能報告において，医療機関が自院の病床機能を判断する際に参考として活

用する県全体での基準。入院料をベースにした客観的な目安。

「定量的基準」より抜粋

※ 資料 Ｐ７～ 「定量的基準」鹿児島県地域医療構想調整会議（R4.10.17改訂）

- 1 -

資料４

５



(2) 地域医療構想調整会議における活用

＜「定量的基準」と異なる病床機能報告があった場合の取扱＞

地域医療構想調整会議で協議

医療機関独自の主観ではない， 定量的基準による報告を求める。

協議による客観的な病床機機能の

判断となる。

これを繰り返すことで・・

病床機能報告が，（定量的基準若しくは調整会議での議論を経た）客観的結果

となり，基準として機能する。

了解が

得られた場合

了解が

得られない場合
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＜参考＞

出典：R5.12.28 鹿児島県保健医療福祉課資料

(1) ４－１「医療機関が選択した病床機能」に分類することとなった場合

分類の根拠となる定量的な理由 を添えて保健医療福祉課に報告※

※例 重症度，医療・看護必要度が基準値（Ⅰ：56%以上，Ⅱ：40%以上）に近い

Ⅰ：50%となっているほか，高度急性期に関連する医療行為「高エネルギー放

射線治療」を月平均で○○回，「全身麻酔の手術」を●●回，「化学療法」を

△△回行っているなど，高度急性期に分類することが適当と判断。

(2) ４－２「定量的基準照合結果による病床機能」に分類することとなった場合

医療機関側から示された論拠等や調整会議として分類を変えないこととした際の論拠

や参考にした指標・根拠があれば，保健医療福祉課に報告

(3) 上記の確認について一度調整会議において結論を得た場合，事情の変化等がない場

合は，毎年度確認を行う必要はない。
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２ 令和４年度病床機能報告結果と「定量的基準」との照合結果

(1) 令和４年度病床機能報告において，定量的基準と異なる報告をした医療機関

医療機関の報告内容 医療機関数 医療機関の回答

１ 「入院基本料・特定入院料」 ２医療機関 １医療機関（１病棟）

による分類が定量的基準と異 (２病棟) 基準照合結果による病床機能を

なる 選択

１医療機関（１病棟）

医療機関が選択した病床機能を

選択（※R4協議済み）

２ 「重症度，医療・看護必要 ５医療機関 ３医療機関（６病棟）

度」要件による分類が定量的 (13病棟) 基準照合結果による病床機能を

基準と異なる 選択

２医療機関（６病棟）

医療機関が選択した病床機能を

選択（※R4協議済み）

１医療機関（１病棟）

医療機関が選択した病床機能を

選択

３ 「重症度，医療・看護必要度」 ４医療機関 基準照合結果による病床機能を

要件による分類が評価不能 (４病棟) 選択（照合項目の未入力等）

４ 「高度急性期及び急性期に関 ５医療機関 基準照合結果による病床機能を

連する医療行為」の提供なし (５病棟) 選択 (報告誤り含む)
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資料４（修正後）
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